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（ 目 的）  

第 １ 条  豊島 区（ 以下 「 区」 とい う 。）内 で 次の 各号 に掲 げる 取 組を 行う 子

ど も 食堂 等（ 以下 「子 ど も食 堂等 」と いう 。） に 対 し補 助金を 交 付す るこ

と で 、安 定的 な実 施 環 境 を整 備し 、地 域に 根 差し た活 動を 支援 す るこ とを

目 的 とす る。  

（ １ ）地 域の 子ど も や そ の保 護者 への 食事 と 交流 の場 を提 供す る 取組  

（ ２ ）子 ども 食堂 で調 理 又は 用意 した 弁当 や 食材 を取 りに 来た 子 ども やそ の

保 護 者へ 配布 する 取組 （ 以下 「配 食」 とい う 。） 及 び子 どもの 自 宅へ 届け

る 取 組（ 以下 「宅 食」 と いう 。）を 通じて 家 庭の 生活 状況 を把 握 し、 必要

な 支 援に つな げる 子ど も 食堂 の取 組  

 

（ 交 付対 象実 施主 体 ）  

第 ２ 条  対 象 と な る 子 ど も 食 堂 等 は 、 前 条 １ 号 の 取 組 を 実 施 す る 団 体 で

あ っ て 、 次 の 各 号 に 定 め る 要 件 を 満 た す 者 と す る 。 前 条 ２ 号 に つ い て

は 任 意 と す る 。  

（ １ ） 定 款 又 は 会 則 を 備 え て い る こ と 。  

（ ２ ） 暴 力 団 （ 東 京 都 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ３ 年 東 京 都 条 例 第 ５ ４

号 。 以 下 「 暴 排 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 暴 力 団 と 関 係 す る 団 体 で は な い こ と 。  

（ ３ ） 法 人 そ の 他 の 団 体 の 代 表 者 、 役 員 又 は 使 用 人 そ の 他 の 従 業 員 若 し  

く は 構 成 員 に 暴 力 団 員 等 （ 暴 力 団 並 び に 暴 排 条 例 第 ２ 条 第 ３ 号 に 規 定

す る 暴 力 団 員 及 び 同 条 第 ４ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 関 係 者 を い う 。 ） に 該

当 す る 者 が い な い こ と 。  

（ ４ ） 公 序 良 俗 に 反 す る 活 動 を 行 う 団 体 で は な い こ と 。  

（ ５ ） 区 内 で 活 動 す る 子 ど も 食 堂 に よ り 組 織 さ れ た 「 と し ま 子 ど も 食 堂

ネ ッ ト ワ ー ク 」 に 加 入 し て い る こ と 。  

  

 （ 実 施 内 容 ）  

 第 ３ 条  実 施 内 容 は 、 以 下 の と お り と す る 。  

 1 実 施 方 法  

（ １ ） 原 則 と し て 月 に １ 回 以 上 、 定 期 的 に 子 ど も 食 堂 等 を 実 施 す る こ

と 。 実 施 の 形 式 は 会 食 を 基 本 と す る が 、 申 請 時 に お い て 会 食 形 式 で 実

施 で き な い 合 理 的 な 理 由 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 配 食 や 宅 食 で の

実 施 も 差 し 支 え な い も の と す る 。 た だ し 、 そ の 場 合 に お い て も 、 令 和 8

年 3月 31日 ま で に 会 食 を 主 と す る 形 式 に 移 行 す る よ う 努 め る も の と す



る 。  

 （ ２ ） 子 ど も 又 は そ の 保 護 者 （ 以 下 「 参 加 者 」 と い う 。 ） が １ 回 当 た り

合 わ せ て １ ０ 名 以 上 参 加 で き る 規 模 で 開 催 し 、 年 間 １ ２ ０ 人 以 上 の 利

用 が 見 込 め る こ と 。  

 （ ３ ） 事 業 実 施 時 は 、 常 時 責 任 者 を 配 置 し 、 安 全 に 配 慮 し た 開 催 を 図 る

こ と 。  

（ ４ ） 事 業 の 規 模 に 応 じ て 、 必 要 な ス タ ッ フ 体 制 を 確 保 す る こ と 。  

 （ ５ ） 子 ど も 食 堂 等 で 提 供 す る 食 事 は 、 原 則 と し て 子 ど も 食 堂 の ス タ ッ

フ 又 は 参 加 者 が 直 接 調 理 し た 、 栄 養 バ ラ ン ス の 良 い も の と す る こ と 。  

   配 食 ・ 宅 食 に よ る 取 り 組 み に お い て 提 供 す る 場 合 は 、 購 入 し た お 弁

当 や 寄 付 等 に よ り 確 保 し た 食 材 で も 良 い 。  

 （ ６ ） 区 が 開 催 す る と し ま 子 ど も 食 堂 ネ ッ ト ワ ー ク 会 議 や 研 修 に 年 に １

回 以 上 参 加 す る こ と 。  

 （ ７ ） 子 ど も 食 堂 等 の ス タ ッ フ は 、 参 加 者 に 対 し 、 子 ど も ・ 家 庭 の 支 援

に 関 わ る 相 談 窓 口 を 周 知 す る よ う 努 め る こ と 。 ま た 、 利 用 す る 子 ど も

や 保 護 者 の 相 談 に 応 じ る と と も に 、 必 要 に 応 じ て ニ ー ズ に 対 応 し た 関

係 機 関 に つ な げ る こ と 。  

な お 、 虐 待 が 疑 わ れ る 場 合 等 、 早 急 な 対 応 が 必 要 な 場 合 は 児 童 相 談

所 等 に 対 し て 速 や か に 通 告 を 行 う こ と 。  

 （ ８ ） 食 事 提 供 の 対 価 と し て 食 事 代 を 徴 収 す る 場 合 は 、 地 域 の 実 情 及 び

本 事 業 の 目 的 等 を 勘 案 し て 、 実 施 主 体 が 判 断 す る こ と 。  

 ２  実 施 場 所  

 （ １ ）１ ０ 名 以 上 の 参 加 者 が 、食 事 を 取 り な が ら 交 流 を す る こ と が で き る ス ペ

ー ス を 確 保 す る こ と 。た だ し 、配 食 や 宅 食 の 実 施 場 所 に つ い て は 、こ の 限 り

で は な い 。  

（ ２ ） 宅 食 を 除 き 、 参 加 者 が 立 ち 寄 り や す い 場 所 で 実 施 す る こ と が 望 ま

し い 。  

 ３  衛 生 管 理 、 食 中 毒 防 止 、 感 染 防 止 及 び 事 故 防 止  

  （ １ ） 事 業 の 開 始 前 に 管 轄 の 保 健 所 に 相 談 し 、 指 導 ・ 助 言 を 求 め る こ

と 。  

（ ２ ） 食 事 の 提 供 に お け る 食 品 の 安 全 確 保 を 図 る た め 、 食 品 衛 生 法 （ 昭

和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ３ ３ 号 ） 及 び 各 種 法 令 、 通 知 等 に 基 づ く 適 切 な 衛 生

管 理 体 制 を 構 築 す る こ と 。  

 （ ３ ） 参 加 す る 子 ど も の 食 物 ア レ ル ギ ー の 有 無 を 確 認 す る こ と 。 食 物 ア  

レ ル ギ ー に 対 応 す る こ と が で き な い 場 合 は 、 参 加 者 へ 周 知 、 注 意 喚 起  

す る 等 、 健 康 被 害 防 止 の た め 、 適 切 に 対 応 す る こ と 。  

 （ ４ ） 「 子 ど も 食 堂 の 活 動 に 関 す る 連 携 ・ 協 力 の 推 進 及 び 子 ど も 食 堂 の  

運 営 上 留 意 す べ き 事 項 の 周 知 に つ い て （ 通 知 ） 」 （ 平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２  

８ 日 付 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 ほ か 連 名 通 知 ） に お け る 別 添 ８ 「 子  

ど も 食 堂 に お け る 衛 生 管 理 の ポ イ ン ト 」 等 を 参 考 と し 、 食 中 毒 予 防 や  

感 染 症 対 策 等 の 衛 生 管 理 に は 万 全 を 期 す こ と 。  

 （ ５ ） 事 故 発 生 時 の 対 応 の た め 保 険 に 加 入 す る こ と 。  

  （ ６ ） 食 中 毒 や 事 故 発 生 時 の 対 応 方 法 や 連 絡 体 制 を あ ら か じ め 定 め る と

と も に 、 ス タ ッ フ に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。 ま た 発 生 時 に は 、 速 や か に

区 に 報 告 す る こ と 。  



 ４  そ の 他  

本 事 業 を 実 施 す る 際 に 、 特 定 の 政 党 又 は 政 治 団 体 の た め の 活 動 又 は 特

定 の 宗 教 の た め の 活 動 を 行 わ な い こ と 。  

 

（ 留 意 事 項 ）  

第 ４ 条  個 人 情 報 の 適 正 な 管 理 に 十 分 配 慮 し 、 事 業 の 実 施 に 携 わ る ス タ ッ  

フ 等 が 業 務 上 知 り 得 た 情 報 を 漏 ら す こ と の な い よ う 、 個 人 情 報 の 厳 格 な

取 扱 い に つ い て ス タ ッ フ 等 に 周 知 徹 底 を 図 る な ど の 対 策 を 講 じ る こ と 。  

 

（ 補 助 基 準 額 ）  

第 ５ 条  補 助 基 準 額 は 、 別 表 １ 、 別 表 ２ に 掲 げ る も の と し 予 算 の 範 囲 内 で  

決 定 す る 。  

 

（ 補 助 対 象 期 間 ）  

第 ６ 条  補 助 対 象 期 間 は 、 当 該 年 度 の 4月 1日 か ら 3月 31日 ま で と す る 。  

 

（ 補 助 上 限 額 ）  

第 ７ 条  補 助 上 限 額 は 、 補 助 基 準 額 に 実 施 月 数 を 乗 じ た も の と 申 請 額 を 比

較 し て 少 な い ほ う の 金 額 と す る 。  

 

（ 対 象 経 費 ）  

第 ８ 条  子 ど も 食 堂 等 の 実 施 に 係 る 経 費 と す る 。 た だ し 、 人 件 費 及 び 子 ど

も 食 堂 事 業 者 が 団 体 運 営 に 要 す る 経 費 に つ い て は 補 助 の 対 象 外 と す る 。  

 

（ 交 付 申 請 ）  

第 ９ 条  子 ど も 食 堂 の 代 表 者 は 、 区 長 に 対 し 「 豊 島 区 子 ど も 食 堂 事 業 補 助

金 交 付 申 請 書 」 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に 、 添 付 資 料 を 添 え て 交 付 の 申 請 を

す る も の と す る 。  

 

（ 交 付 の 決 定 及 び 通 知 ）  

第 １ ０ 条  区 長 は 、 前 条 に よ る 補 助 金 の 交 付 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 申

請 に 係 る 書 類 等 の 審 査 に よ り 内 容 が 適 正 で あ る と 認 め た と き は 補 助 金 の

交 付 決 定 を す る も の と す る 。  

２  区 長 は 、 前 項 の 場 合 に お い て 適 正 な 補 助 を 行 う た め 、 必 要 が あ る と き

は 、 申 請 に 係 る 事 項 に つ き 修 正 を 加 え て 補 助 の 決 定 を す る こ と が で き

る 。  

３  区 長 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 を す る 場 合 に お い て 、 交 付 の 目 的 を 達 成 す

る た め 必 要 が あ る と き は 条 件 を 付 す る こ と が で き る 。  

４  区 長 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 し た と き は 、 「 豊 島 区 子 ど も 食 堂 事 業 補 助

金 交 付 決 定 通 知 書 」 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 申 請 を し た 子 ど も 食 堂 の

代 表 者 （ 以 下 「 補 助 事 業 者 」 と い う 。 ） に 通 知 す る も の と す る 。  

 

（ 追 加申 請）  

第 １ １条  前 条の 規定 に 基づ く決 定を 受け た 補助 事 業 者が 、こ の 補助 金の 交付

決 定 後、 事情 の変 更に よ り申 請の 内容 を追 加 して 交付 申請 等を 行 う場 合の 手



続 き は、 第９ 条の 規定 に 準じ るも のと し 、 「 豊 島 区 子 ど も 食 堂 事 業 補 助 金

追 加 交 付 申 請 書 」 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ）に よ り行 うも のと する 。  

２  区長 は、 前項 の規 定 によ る補 助金 の追 加 交付 申請 を受 けた と きは 、そ の内

容 を 審査 の上 、交 付の 可 否を 決定 し、 「豊 島 区子 ども 食堂 事業 補 助金 追加 交

付 決 定通 知書 」 (別記 第 ４号 様式 )により 申 請団 体に 通知 する 。  

 

（ 実 績 報 告 ）  

第 １ ２条  事 業が 終了 し たと き は 、区 長に 対 し「 豊島 区子 ども 食 堂 事 業実 績報

告 書 」（ 別 記第 ５号様 式 に、 添付 書類 を添 え て 事 業の 実績 を報 告 しな けれ ば

な ら ない 。  

 

（ 補 助金 の額 の確 定）  

第 １ ３条  区 長は 、前 条 の規 定に より 実績 報 告を 受け た場 合に お いて 、そ の内

容 が 補助 金の 交付 決定 の 内容 及び これ に附 し た条 件に 照ら して 適 当と 認め た

と き は、 交付 すべ き補 助 金の 額を 確定 し、「 豊島 区 子ど も食堂 事 業補 助金 金

額 確 定通 知書 」（別記 第 ６号 様式 ）に より 補 助事 業者 に通 知す る もの とす

る 。  

  

（ 補 助 金 の 請 求 ）  

第 １ ４ 条  前 条 の 確 定 通 知 を 受 け た 補 助 事 業 者 は 、 「 豊 島 区 子 ど も 食 堂 事

業 補 助 金 請 求 書 」 （ 別 記 第 ７ 号 様 式 ） 及 び 「 支 払 金 口 座 振 替 依 頼 書 」

（ 別 記 第 ８ 号 様 式 ） を 区 長 に 提 出 し 、 補 助 金 の 請 求 を 行 う も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 補 助 事 業 者 は 事 業 完 了 前 に 補 助 金 の 交 付 が

必 要 な 場 合 は 概 算 払 い に よ る 補 助 金 の 請 求 を 行 う こ と が で き る 。  

３  補助 事業 者は 、前 項 の規 定に 基づ き概 算 払い によ り補 助金 の 交付 請求 を行

う と きは 、「豊 島区子 ど も食 堂事 業 補 助金 概 算払 請求 書 」（別 記 第 ９ 号様 式）

及 び 「支 払金 口座 振替 依 頼書 」（別 記 第８ 号 様式 ）を 区長 に提 出 し、 補助 金

の 請 求を 行う もの とす る 。  

 

（ 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ５ 条  区 長 は 、 事 業 者 が 補 助 の 目 的 に 反 し て 使 用 を し 、 又 は こ れ に 付

し た 条 件 等 に 違 反 し た と き は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り

消 す こ と が で き る 。  

２  区長 は、 前項 の規 定 によ り交 付 決 定を 取 り消 した とき は、 「 豊島 区 子 ども

食 堂 事業 補助 金 交 付決 定 取消 通知 書」 （別 記 第 １ ０号 様式 ）に よ り受 給者 に

通 知 する 。  

 

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ６ 条  区 長 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 し た 場 合 に お い て 、 当 該 取

消 し に 係 る 部 分 に 関 し す で に 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 「 豊 島 区

子 ど も 食 堂 事 業 補 助 金 返 還 命 令 書 」 （ 別 記 第 １ １ 号 様 式 ） に よ り 、 期 限

を 定 め て そ の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

２  区 長 は 、 第 １ ３ 条 の 規 定 に 基 づ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し た 場 合 に お い

て 、 第 １ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 概 算 払 い に よ り 交 付 し た 補 助 金 の 額

が 、 当 該 確 定 し た 額 を 超 え て い る と き は 期 限 を 定 め て 、 超 え た 部 分 の 返

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


還 を 命 じ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ そ の他 ）  

第 １ ７条  こ の要 綱に 定 める もの のほ か、 こ の要 綱の 施行 に関 し て必 要な 事項

は 別 途定 める 。  

附  則  

 こ の要 綱は 、令 和 ２ 年 ７月 １日 に施 行す る 。  

附  則  

 こ の要 綱は 、令 和 ３ 年 ７月 １５ 日か ら施 行 し、 令和 ３年 ４月 １ 日か ら適 用す

る 。  

附  則  

 こ の要 綱は 、令 和４ 年 ６月 1日か ら施行 し 、令 和４ 年４ 月１ 日 から 適用 す

る 。  

附  則  

 こ の要 綱は 、令 和５ 年 ６月 １日 から 施行 し 、令 和５ 年４ 月１ 日 から 適用 す

る 。  

附  則  

 こ の要 綱は 、令 和６ 年 ６月 １日 から 施行 し 、令 和６ 年４ 月１ 日 から 適用 す

る 。  

附  則  

 こ の要 綱は 、令 和７ 年 ４月 １日 から 施行 す る。  

附  則  

 こ の要 綱は 、令 和７ 年 １１ 月１ 日か ら施 行 し、 令和 ７年 ４月 １ 日か ら適 用す

る 。  

 

別 表 １  

申 請 区分  年 間 利用 者数  補 助 基準 月額  

①  １ ２ ０人 以上  １ ３ ，７ ００ 円  

②  １ ８ ０人 以上  １ ７ ，１ ００ 円  

③  ２ ４ ０人 以上  ２ ２ ，０ ００ 円  

④  ３ ０ ０人 以上  ３ ０ ，８ ００ 円  

⑤  ３ ６ ０人 以上  ３ ３ ，０ ００ 円  

 

別 表 ２  

科 目  内 容  補 助 基準 額  

需 用 費  食 材 費、 コピ ー代 、光 熱 水費 、消 耗品 費

（ 事 業に 利用 する 調理 器 具・ 収納 用品 ・食

器 類 ・日 用品 類・ 事務 用 品等 ）、 印刷 代

（ 子 ども 食堂 案内 のチ ラ シや パン フレ ット

等 ） 、食 材の 運搬 に係 る 車両 の燃 料費  

※ 光 熱水 費に つい て、 実 施場 所が 自宅 や店

舗 等 で、 子ど も食 堂分 の 金額 が明 確で ない

場 合 は、 開所 時間 で按 分 する 等の 方法 で算

出 す るこ と。 " 

別 表 １年 間 利

用 者 数に よ

る 。  

た だ し、 会場

の 賃 料に つい

て は 、 1回 につ

き 5,000円 を上

限 と する 。  

使 用 料及 会 場 の賃 料、 車両 の賃 借 料  



別 記 第 1号 様式 （第 9条 関 係）  

略  

別 記 第 2号 様式 （第 10条 関係 ）  

略  

別 記 第 3号 様式 （第 11条 関係 ）  

略  

別 記 第 4号 様式 （第 11条 関係 ）  

略  

別 記 第 5号 様式 （第 12条 関係 ）  

略  

別 記 第 6号 様式 （第 13条 関係 ）  

略  

別 記 第 7号 様式 （第 14条 関係 ）  

略  

別 記 第 8号 様式 （第 14条 関係 ）  

略  

別 記 第 9号 様式 （第 14条 関係 ）  

略  

別 記 第 10号様 式（ 第 15条 関係 ）  

略  

別 記 第 11号様 式（ 第 16条 関係 ）  

略  

 

び 賃 借料  ※ 実 施場 所が 自宅 や店 舗 等で 、子 ども 食堂

分 の 金額 が明 確で ない 場 合は 、開 所時 間で

按 分 する 等の 方法 で算 出 する こと 。  

役 務 費等  通 信 費、 郵便 代、 保険 料 、食 材の 運搬 に係  

る 交 通費 （ス タッ フの 出 勤の ため の交 通費

は 含 まな い。 ） 、 ごみ 処 理費 用  

※ 実 施場 所が 自宅 や店 舗 等で 、子 ども 食堂

分 の 金額 が明 確で ない 場 合は 、開 所時 間で

按 分 する 等の 方法 で算 出 する こと 。  


